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土地に係る固定資産税の課税誤りについて 

 

記 

 

１ 概要 

  土地に係る固定資産税において、地価の下落等による価格の修正が適正に行われていない土地があり、

平成２８年度から平成３１年度まで過大に賦課していることが判明しました。 

２ 経過 

  令和２年１月上旬、令和２年度の固定資産税の課税に向けて異動処理を行っていた際、過去３年間、下

落修正が反映されていない土地を発見し、同様の誤りがないか市内のすべての土地について確認を行った

ところ、同様の土地が以下のとおり存在しました。 

○対象土地 

対象筆総数 ２１３筆 うち還付対象筆数 ４４筆 

○対象納税義務者数 

対象納税義務者数 ７４人 うち還付対象納税義務者数 ２７人 

○更正金額 

４００円から９１，２００円まで 総額５２３，８００円 

３ 原因 

  土地に係る固定資産の価格については、３年に一度評価替えによる見直しを行い、見直しを行った基準

年の価格を３年間据置き、また地価の下落等により据置くことが適当でないと認める場合は、年度ごとに

修正を行います。 

この評価替えによる見直しや下落修正の価格はシステムにより管理し、毎年度に一度、賦課処理計算(自

動計算)により固定資産税を算出しますが、当該の土地については、この自動計算が反映されていませんで

した。 

当該の土地は、分筆による地積の変更や地目の変更があった土地であり、その異動情報を基に修正処理

を行いますが、適正な一部の操作が漏れていたため自動計算がなされていなかったものです。 

その結果、修正年度の価格が据え置かれ、見直した価格や下落による修正が反映されず過大な賦課とな

ったものです。 

４ 対処方法 

更正金額５２３，８００円のうち、過年度及び今年度の納付済みの３７５，１００円を還付し、今年の

残りの納期分で１４８，７００円を現年減額処理します。過年度分を含め過大課税の納税義務者に対し更

正処理を行い、更正通知書の送付と速やかな還付を行います。 

５ 今後の対応 

平成２９年度より見直しを行った『修正処理の３重確認(トリプルチェック)』の徹底を図ります。 
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